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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現在位置を取得する位置取得部から現在位置を示す位置情報を取得し、予め各位置に対
応付けられた、各位置での撮影に適した撮影設定を示す設定情報を複数記憶している記憶
部から、現在位置での撮影に適した撮影設定を示す設定情報を読み出し、当該設定情報に
含まれる設定値をもとに撮影設定を行う制御部と、
　上記制御部による撮影設定に基づいて被写体を撮像する撮像部と
　電池残量を検出する電池残量検出部と
　を具え、
　上記設定情報の各々には、対応付けられた位置と、当該位置での撮影に適した撮影設定
の設定値とが示されていると共に、対応付けられた位置に対するお薦め度が設定されてお
り、
　上記制御部は、
　上記位置取得部に所定時間ごとに現在位置を取得させ、現在位置と上記設定情報に示さ
れている位置とに基づいて、上記記憶部に記憶されている設定情報の中から、現在位置で
の撮影に適した撮影設定を示す設定情報を所定時間ごとに検索し、検索の結果、現在位置
での撮影に適した撮影設定を示す設定情報が得られると、当該設定情報に設定されている
お薦め度と、上記電池残量検出部から得られる電池残量とに基づいて、現在位置での撮影
をユーザに促すか否かを判断する
　撮像装置。
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【請求項２】
　さらに、上記撮像部から得られた画像を記録する記録媒体の残容量を検出する残容量検
出部を具え、
　上記制御部は、
　現在位置での撮影に適した撮影設定を示す設定情報に設定されているお薦め度と、上記
電池残量検出部から得られる電池残量及び上記残容量検出部から得られる残容量とに基づ
いて、現在位置での撮影をユーザに促すか否かを判断する
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　上記制御部は、
　検索の結果得られた上記設定情報に示されている設定値を、撮像装置で設定可能な範囲
の設定値となるように調整する
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
　上記制御部は、
　上記撮像部を制御して撮影した画像を画像ファイルとして所定の記録媒体に記録すると
共に、当該画像ファイルに、上記位置取得部により取得された現在位置と、撮影設定の設
定値とを付帯情報として付与し、当該画像ファイルに付与した付帯情報をもとに、上記設
定情報を生成または更新する
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項５】
　撮像装置の制御部が、
　現在位置を取得する位置取得部に所定時間ごとに現在位置を取得させ、記憶部に記憶さ
れている、予め各位置に対応付けられた、各位置での撮影に適した撮影設定を示す複数の
設定情報の中から、現在位置での撮影に適した撮影設定を示す設定情報を所定時間ごとに
検索し、
　検索の結果、現在位置での撮影に適した撮影設定を示す設定情報が得られると、当該設
定情報に設定されているお薦め度と、上記電池残量検出部から得られる電池残量とに基づ
いて、現在位置での撮影をユーザに促すか否かを判断し、
　現在位置での撮影をユーザに促すと判断した場合に、現在位置での撮影をユーザに促し
、現在位置での撮影に適した撮影設定を示す設定情報に含まれる設定値をもとに撮影設定
を行う
　撮影設定方法。
【請求項６】
　撮像装置に、
　現在位置を取得する位置取得部に所定時間ごとに現在位置を取得させ、記憶部に記憶さ
れている、予め各位置に対応付けられた、各位置での撮影に適した撮影設定を示す複数の
設定情報の中から、現在位置での撮影に適した撮影設定を示す設定情報を所定時間ごとに
制御部が検索するステップと、
　検索の結果、現在位置での撮影に適した撮影設定を示す設定情報が得られると、当該設
定情報に設定されているお薦め度と、上記電池残量検出部から得られる電池残量とに基づ
いて、現在位置での撮影をユーザに促すか否かを上記制御部が判断するステップと、
　現在位置での撮影をユーザに促すと判断した場合に、上記制御部が現在位置での撮影を
ユーザに促すステップと、
　現在位置での撮影に適した撮影設定を示す設定情報に含まれる設定値をもとに上記制御
部が撮影設定を行うステップと
　を実行させるための撮影設定プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、撮像装置、撮影設定方法及びそのプログラムに関し、例えば、自動で撮影設
定を行うデジタルスチルカメラに適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、撮像装置として、撮影場所の状況（例えば、明るさ、被写体距離、光源など）に
応じて、撮影設定を自動的に行うデジタルスチルカメラがある。尚、撮影設定とは、撮影
に関わる設定であり、例えば、露光時間、焦点距離などのカメラ設定がこれにあたる。ま
た、ここでは、デジタルスチルカメラをＤＳＣとも呼ぶ。
【０００３】
　この種のＤＳＣでは、距離センサ、加速度センサなどのカメラセンサからの出力や、撮
像した画像を解析することにより、撮影場所の状況を判別するようになされている。
【０００４】
　しかしながら、このようにしてＤＳＣが判別できる撮影場所の状況は大まかなものでし
かなく、必ずしも撮影場所に適した撮影設定を行うことができるとは言えなかった。
【０００５】
　そこで、ＤＳＣがＧＰＳを利用して現在位置を得、その位置（場所）での撮影に適した
撮影設定を示す設定情報を、ネットワーク上のサーバから取得するようにしたシステムが
ある（例えば特許文献１参照）。因みに、ＧＰＳとは、（Global　Positioning　System
）の略である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－３４８５１９公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　このシステムによれば、撮影時に、ＤＳＣが、その場所に適した撮影設定を示す設定情
報をネットワーク上のサーバから取得することで、その場所に適した撮影設定を行うこと
ができる。しかしながら、このシステムは、ＤＳＣとサーバとが常に通信可能な状態でな
ければならず、ＤＳＣとサーバとが通信できない場所では、ＤＳＣにその場所に適した設
定情報を提供できない。
【０００８】
　このように、従来の撮像装置は、必ずしも撮影場所に適した撮影設定で撮影を行うこと
ができるとは言えなかった。
【０００９】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、従来と比して一段と確実に撮影場所に適
した撮影設定で撮影を行うことのできる撮像装置、撮影設定方法及びそのプログラムを提
案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　かかる課題を解決するため本発明においては、現在位置を取得する位置取得部から現在
位置を示す位置情報を取得し、予め各位置に対応付けられた、各位置での撮影に適した撮
影設定を示す設定情報を複数記憶している記憶部から、現在位置での撮影に適した撮影設
定を示す設定情報を読み出し、当該設定情報に含まれる設定値に基づいて撮影設定を行う
制御部と、制御部による撮影設定に基づいて被写体を撮像する撮像部と、電池残量を検出
する電池残量検出部とを設け、設定情報の各々には、対応付けられた位置と、当該位置で
の撮影に適した撮影設定の設定値とが示されていると共に、対応付けられた位置に対する
お薦め度が設定されており、制御部が、位置取得部に所定時間ごとに現在位置を取得させ
、現在位置と設定情報に示されている位置とに基づいて、記憶部に記憶されている設定情
報の中から、現在位置での撮影に適した撮影設定を示す設定情報を所定時間ごとに検索し
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、検索の結果、現在位置での撮影に適した撮影設定を示す設定情報が得られると、当該設
定情報に設定されているお薦め度と、電池残量検出部から得られる電池残量とに基づいて
、現在位置での撮影をユーザに促すか否かを判断するようにした。
 
【００１１】
　このように、予め各位置での撮影に適した設定情報を記憶部に記憶させておくことで、
現在位置が取得できれば、外部の機器と通信できない場所であろうと、その位置（すなわ
ち撮影場所）に適した撮影設定で撮影を行うことができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、予め各位置での撮影に適した設定情報を記憶部に記憶させておくこと
で、現在位置が取得できれば、外部の機器と通信できない場所であろうと、その位置（す
なわち撮影場所）に適した撮影設定で撮影を行うことができる。かくして、従来と比して
一段と確実に撮影場所に適した撮影を行うことのできる撮像装置、撮影設定方法及びその
プログラムを実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】ＤＳＣ（デジタルスチルカメラ）の外観構成を示す略線図である。
【図２】ＤＳＣのハードウェア構成を示すブロック図である。
【図３】自動設定用ファイルの構成を示す略線図である。
【図４】撮影ポイントの相対位置を示す略線図である。
【図５】地域代表ＩＮＤＥＸの抽出の説明に供する略線図である。
【図６】現在位置に対応するＩＮＤＥＸの検索の説明に供する略線図である。
【図７】自動設定処理手順を示すフローチャートである。
【図８】カメラ設定を変更したときの表示例を示す略線図である。
【図９】カメラ設定を変更しなかったときの表示例を示す略線図である。
【図１０】撮影促進処理手順を示すフローチャートである。
【図１１】図１０の撮影促進処理手順を示すフローチャートに続くフローチャートである
。
【図１２】撮影を促すときの表示例を示すフローチャートである。
【図１３】自動撮影処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】自動撮影モードに切り替えるか否かを選択させるときの表示例を示す略線図で
ある。
【図１５】ＤＳＣの向きを維持するよう促すときの表示例を示す略線図である。
【図１６】ＤＳＣの向きを右に振るよう促すときの表示例を示す略線図である。
【図１７】ＤＳＣの向きを左に振るよう促すときの表示例を示す略線図である。
【図１８】お薦めカメラ設定に変更するか否かを選択させるときの表示例を示す略線図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、発明を実施するための最良の形態（以下実施の形態とする）について説明する。
尚、説明は以下の順序で行う。
　１．第１の実施の形態
　２．第２の実施の形態
　３．第３の実施の形態
　４．他の実施の形態
【００１５】
＜１．第１の実施の形態＞
［１－１．ＤＳＣ（デジタルスチルカメラ）の外観構成］
　図１（Ａ）及び（Ｂ）において１は、撮像装置としてのＤＳＣ（デジタルスチルカメラ
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）の外観構成を示す。このＤＳＣ１は、片手で把持し得る程度の大きさの略扁平矩形状で
なる筐体２を有している。この筐体２の前面２Ａには、レンズ３とマイクロホン４とが設
けられている。
【００１６】
　また筐体２の上面２Ｂには、シャッタボタン５が設けられている。さらに筐体２の側面
２Ｃには、メモリカード（図示せず）のスロット６が設けられている。さらに筐体２の背
面２Ｄには、表示デバイス７が設けられている。この表示デバイス７は、液晶ディスプレ
イと、この液晶ディスプレイの表示面を覆う透明なタッチパネルとでなる。
【００１７】
　このＤＳＣ１は、撮影モード時、レンズ３を介して撮像した被写体の画像をスルー画像
として表示デバイス７に表示する。そしてＤＳＣ１は、シャッタボタン５の押下操作に応
じて、撮像した画像を記録する。
【００１８】
　尚、ＤＳＣ１は、主な撮影モードとして、静止画像を撮影する静止画モードと、動画像
を撮影する動画モードとを有している。
【００１９】
　具体的に、静止画モード時、ＤＳＣ１は、シャッタボタン５が押下されると被写体の静
止画像を記録する。一方、動画モード時、ＤＳＣ１は、シャッタボタン５が押下されると
動画像の記録を開始して、再度シャッタボタン５が押下されると動画像の記録を終了する
。またこのときＤＳＣ１は、マイクロホン４で集音した音声を動画像と共に記録する。
【００２０】
　さらにＤＳＣ１は、再生モード時、記録した静止画像や動画像を表示デバイス７に表示
する。またＤＳＣ１は、動画像の表示と共に、対応する音声を内蔵スピーカ（図示せず）
から出力する。
【００２１】
　さらにＤＳＣ１は、表示デバイス７にアイコンやボタンなどを表示し、これらに対する
タッチ操作に応じて、カメラ設定の変更やモードの切り替えなどを行う。
【００２２】
［１－２．ＤＳＣのハードウェア構成］
　次にＤＳＣ１のハードウェア構成について図２を用いて説明する。ＤＳＣ１は、制御部
１０が、内蔵のフラッシュメモリ１１に書き込まれているプログラムをＲＡＭ（Random　
Access　Memory）１２にロードして実行することで、各部を制御すると共に各種処理を実
行するようになっている。
【００２３】
　具体的に、制御部１０は、操作入力部１３を介して、撮影モードへ切り替えるよう指示
されると、動作モードを撮影モードに切り替える。この操作入力部１３には、上述したシ
ャッタボタン５及びタッチパネルが含まれる。
【００２４】
　すると撮像部１４は、制御部１０の制御のもと、上述したレンズ３を介して取り込んだ
被写体からの光を撮像素子で電気信号に変換（すなわち光電変換）することで、アナログ
の画像信号を得る。そして撮像部１４は、この画像信号をデジタルの画像信号に変換した
後、制御部１０に送る。尚、撮像部１４は、明るさ、被写体距離などを認識するカメラセ
ンサ（図示せず）としての機能もそなえ、カメラセンサとしての出力を制御部１０に送る
ようにもなされている。
【００２５】
　制御部１０は、撮像部１４から送られてくる画像信号を表示制御部１５に送る。表示制
御部１５は、この画像信号に所定の処理を施して液晶ディスプレイ１６に送る。この結果
、液晶ディスプレイ１６（すなわち表示デバイス７）には、被写体の画像がスルー画像と
して表示される。こうすることで、ＤＳＣ１は、撮影者に被写体を確認させることができ
る。
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【００２６】
　またこのとき制御部１０は、アイコンやボタン、カメラ設定に関する情報、電池残量目
盛りなどからなるグラフィックス信号を表示制御部１５に送る。表示制御部１５は、この
グラフィックス信号を、撮像部１４から送られてくる画像信号に重畳する。この結果、液
晶ディスプレイ１６には、スルー画像と共に、アイコンやボタン、カメラ設定に関する情
報、電池残量目盛りなどが表示される。尚、電池残量は、電池残量モニタ１７により監視
され、電池残量情報として電池残量モニタ１７から制御部１０に送られる。
【００２７】
　ここで、操作入力部１３のシャッタボタン５が半押しされたとする。すると制御部１０
は、撮像部１４を制御してオートフォーカスを行う。その後、このシャッタボタン５が完
全に押し込まれたとする。すると、制御部１０は、静止画撮影モードであれば、静止画像
を記録する。
【００２８】
　すなわち、制御部１０は、撮像部１４から送られてくる１フレーム分の画像信号をＲＡ
Ｍ１２に一時記憶させた後、静止画エンコーダ１８に送る。
【００２９】
　静止画エンコーダ１８は、この画像信号を所定の静止画フォーマットで圧縮することで
、静止画データを生成する。尚、ここでは、所定の静止画フォーマットとして、例えば、
ＪＰＥＧ（Joint　Photographic　Experts　Group）フォーマットを利用することとする
。
【００３０】
　制御部１０は、静止画エンコーダ１８で生成された静止画データにＥｘｉｆ（Exchange
　image　file　format）で規定されたタグ情報（これをＥｘｉｆ情報とも呼ぶ）を付帯
情報として付与して静止画ファイルを生成する。このＥｘｉｆ情報には、撮影時のカメラ
設定の設定値（パラメータ）などが記される。そして制御部１０は、この静止画ファイル
を、ＲＡＭ１２に書き戻した後、フラッシュメモリ１１又はメモリカード１９に記録する
。このようにしてＤＳＣ１は、静止画像を記録する。
【００３１】
　一方、動画撮影モードであれば、制御部１０は、シャッタボタン５の押下に応じて、動
画像の記録を開始する。すなわち制御部１０は、撮像部１４から送られてくる画像信号と
、マイクロホン４からアナログデジタル変換器２０を介して入力される音声信号とを、Ｒ
ＡＭ１２に一時記憶させ、画像信号を動画エンコーダ２１に送る。
【００３２】
　動画エンコーダ２１は、この画像信号を所定の動画フォーマットで圧縮することで、動
画データを生成していく。尚、ここでは、所定の動画フォーマットとして、例えば、Ｈ．
２６４フォーマットを利用することとする。
【００３３】
　また制御部１０は、ＲＡＭ１２に一時記憶させた音声信号を、所定の音声フォーマット
で圧縮することで、音声データを生成していく。そして制御部１０は、この音声データと
、動画エンコーダ２１で生成された動画データとを多重化することで動画音声データを生
成していく。
【００３４】
　さらに制御部１０は、この動画音声データを、ＲＡＭ１２に書き戻してから、フラッシ
ュメモリ１１又はメモリカード１９に記録していく。
【００３５】
　その後、再びシャッタボタン５が押下されると、制御部１０は、動画像の記録を終了す
る。すなわち制御部１０は、このときＲＡＭ１２に残存する動画音声データをフラッシュ
メモリ１１又はメモリカード１９に記録することで、撮影開始から終了までの一連の動画
音声データの記録を完了する。そして制御部１０は、この動画音声データに付帯情報を付
与することで動画音声ファイルとしてフラッシュメモリ１１又はメモリカード１９に記録
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する。このようにしてＤＳＣ１は、動画像を記録する。
【００３６】
　また制御部１０は、操作入力部１３を介して再生モードへの切換操作が行われると、再
生モードに切り換わる。すると制御部１０は、フラッシュメモリ１１又はメモリカード１
９から指定されたファイルを読み出して、ＲＡＭ１２に一時記憶させる。
【００３７】
　ここで、このファイルが静止画ファイルである場合、制御部１０は、この静止画ファイ
ルから静止画データを抽出して、これを静止画デコーダ２２に送る。
【００３８】
　静止画デコーダ２２は、この静止画データを圧縮されたときと同一の静止画フォーマッ
トで伸張することで、元の画像信号を得、この画像信号がＲＡＭ１２に書き戻される。
【００３９】
　そして制御部１０は、この画像信号をＲＡＭ１２から読み出して表示制御部１５に送る
。表示制御部１５は、この画像信号に所定の処理を施して液晶ディスプレイ１６に送る。
この結果、液晶ディスプレイ１６（すなわち表示デバイス７）には、画像信号に基づく静
止画像が表示される。このようにしてＤＳＣ１は、静止画像を再生する。
【００４０】
　一方、指定されたファイルが動画音声ファイルである場合、制御部１０は、この動画音
声ファイルから、動画データと音声データとを分離して、動画データを動画デコーダ２３
に送る。
【００４１】
　動画デコーダ２３は、この動画データを圧縮されたときと同一の動画フォーマットで伸
張することで元の画像信号を得、この画像信号がＲＡＭ１２に書き戻されていく。
【００４２】
　また制御部１０は、音声データを圧縮されたときと同一の音声フォーマットで伸張する
ことで元の音声信号を得、これをＲＡＭ１２に書き戻していく。
【００４３】
　そして制御部１０は、画像信号をＲＡＭ１２から読み出して表示制御部１５に送ると共
に、音声信号をＲＡＭ１２から読み出してデジタルアナログ変換器２４に送る。
【００４４】
　表示制御部１５は、この画像信号に所定の処理を施して液晶ディスプレイ１６に送る。
この結果、液晶ディスプレイ１６（すなわち表示デバイス７）には、画像信号に基づく動
画像が表示される。またこのときデジタルアナログ変換器２４を介してスピーカ２５に音
声信号が送られることにより、音声信号に基づく音声がスピーカ２５から出力される。こ
のようにしてＤＳＣ１は、動画像及び音声を再生する。
【００４５】
　さらにこのＤＳＣ１は、ＧＰＳモジュール２６を有している。このＧＰＳモジュール２
６は、複数のＧＰＳ衛星から信号を受信して、この信号に基づいて、定期的（例えば１０
秒毎）にＤＳＣ１の現在位置を測位する。そしてこの現在位置（緯度、経度）を示す現在
位置情報が、ＧＰＳモジュール２６から制御部１０に送られる。
【００４６】
　さらにこのＤＳＣ１は、方位センサ２７を有している。この方位センサ２７は、地磁気
を検出して、この地磁気に基づいて、定期的（例えば１秒毎）に現在ＤＳＣ１のレンズ３
が向けられている方角（これを現在方位とも呼ぶ）を求める。そしてこの現在方位を示す
現在方位情報が、方位センサ２７から制御部１０に送られる。
【００４７】
　さらにこのＤＳＣ１は、無線ＬＡＮ（Local　Area　Network）モジュール２８を有して
いる。制御部１０は、この無線ＬＡＮモジュール２８を介して所定のネットワークに接続
され、このネットワークに接続されている機器との間で各種データの送受を行う。
【００４８】
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　このようなハードウェア構成により、ＤＳＣ１は、基本的な機能である静止画像の撮影
及び再生にくわえて、動画像の撮影及び再生、現在位置及び現在方位の取得、無線通信な
どの機能を実現している。
【００４９】
　さらにこのＤＳＣ１は、現在位置での撮影に適したカメラ設定を自動的に行う機能（こ
れを自動設定機能とも呼ぶ）を有している。以下、この自動設定機能について詳しく説明
する。
【００５０】
［１－３．自動設定機能］
　ＤＳＣ１のフラッシュメモリ１１には、予め様々な場所ごとに、各場所での撮影に適し
たカメラ設定を示す設定情報が記憶されている。そしてＤＳＣ１は、このフラッシュメモ
リ１１に記憶されている複数の設定情報の中から、現在位置に対応する設定情報を検索し
、その設定情報を利用して現在位置での撮影に適したカメラ設定を自動で行うようになっ
ている。
【００５１】
　因みに、この設定情報は、例えば、実際に、カメラマンが各地（人気の撮影ポイント、
お薦めの撮影ポイントなど）で過去に撮影したときのカメラ設定をもとに、ＤＳＣの製造
業者などにより作成される。そしてこの設定情報は、出荷前に、ＤＳＣ１のフラッシュメ
モリ１１に書き込まれるようになっている。
【００５２】
　実際、ＤＳＣ１のフラッシュメモリ１１には、図３に示すように、各場所に対応付けら
れた複数の設定情報３０と、これら複数の設定情報３０を管理する為の管理情報３１とで
構成された自動設定用ファイル３２が予め記憶されている。つまり、この自動設定用ファ
イル３２が、出荷前にフラッシュメモリ１１に書き込まれるようになっている。尚、設定
情報３０を、ここではＩＮＤＥＸ３０とも呼ぶ。
【００５３】
　さらに各ＩＮＤＥＸ３０は、ＩＮＤＥＸ３０の検索に必要な検索情報３０Ａと、対応付
けられた場所などに関する撮影情報３０Ｂと、その場所の撮影に適したカメラ設定の各種
設定値３０Ｃと、コメント３０Ｄとで構成される。尚、ＩＮＤＥＸ３０に対応付けられた
場所とは、そのＩＮＤＥＸ３０を利用してカメラ設定を自動で行うことのできる撮影ポイ
ントのことである。
【００５４】
　検索情報３０Ａには、ＩＮＤＥＸ３０を識別する為のＩＤ（これをＩＮＤＥＸＩＤとも
呼ぶ）と、ＩＮＤＥＸ３０の撮影ポイントの相対位置とが記されている。この相対位置は
、ＩＮＤＥＸ３０の撮影ポイントから見て、東西南北の各々の方向で、最も近い撮影ポイ
ントのＩＮＤＥＸ３０のＩＤで表される。
【００５５】
　例えば、図４に示すように、或るＩＮＤＥＸ３０（例えばＩＤ＝１５）の撮影ポイント
から見て、北方向に最も近い撮影ポイントのＩＮＤＥＸ３０のＩＤが「１３」であるとす
る。また南方向に最も近い撮影ポイントのＩＮＤＥＸ３０のＩＤが「１６」であるとする
。さらに東方向に最も近いＩＮＤＥＸ３０のＩＤが「１６」であるとする。さらに西方向
に最も近いＩＮＤＥＸ３０のＩＤが「１４」であるとする。
【００５６】
　この場合、或るＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝１５）の相対位置は、北方向に最も近いＩＤ＝
「１３」、南方向に最も近いＩＤ＝１６、東方向に最も近いＩＤ＝１６、西方向に最も近
いＩＤ＝１４として表される。尚、これら北方向、南方向、東方向、西方向に最も近いＩ
Ｄを、それぞれＮ＿ＩＮＤＥＸＩＤ、Ｓ＿ＩＮＤＥＸＩＤ、Ｅ＿ＩＮＤＥＸＩＤ、Ｗ＿Ｉ
ＮＤＥＸＩＤとも呼ぶ。
【００５７】
　撮影情報３０Ｂには、ＩＮＤＥＸ３０に対応付けられた撮影ポイントの絶対位置を示す
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、北緯南緯、緯度、東経西経、経度が記されている。また撮影情報３０Ｂには、その撮影
ポイントでの撮影に適した撮影方位（すなわちカメラを向ける方位）が記されている。さ
らに撮影情報３０Ｂには、その撮影ポイントでの撮影に適した時刻（これをお薦め時刻と
も呼ぶ）と日付（これをお薦め日とも呼ぶ）が記されている。これらお薦め時刻及びお薦
め日は、例えば、８時～１０時、午前中や、２月～３月、１年中などのように、期間を有
するものであってもよい。
【００５８】
　さらに撮影情報３０Ｂには、その撮影ポイントで撮影される画像のジャンルが記されて
いる。さらに撮影情報３０Ｂには、その撮影ポイントのお薦め度が記されている。このお
薦め度は、例えば、「１」～「５」までの５段階の数値で表され、数値が大きいほどお薦
め度が高いことを意味し、撮影ポイントの人気度などにより予め設定されているとする。
さらに撮影情報３０Ｂには、その撮影ポイントでの撮影に適した撮影モード（静止画撮影
モード又は動画撮影モード）が記されている。
【００５９】
　カメラ設定の各種設定値は、Ｅｘｉｆ情報として定義されているカメラ設定の設定値で
ある。具体的に、ＩＮＤＥＸ３０には、例えば、カメラ設定の設定値として、露出時間、
Ｆナンバー、露出プログラム、ＩＳＯ感度、シャッタスピード、絞り値の各々の設定値が
記されている。さらにＩＮＤＥＸ３０には、露光補正値、光源、フラッシュ、フラッシュ
強度、露出モード、ＷＢ（White　Balance）モード、被写体距離、被写体領域、撮影シー
ンタイプの各々の設定値も記されている。
【００６０】
　一方、管理情報３１には、自動設定用ファイル３２のバージョンと、自動設定用ファイ
ル３２に登録されているＩＮＤＥＸ３０の総数と、全ＩＮＤＥＸ３０の中から抽出された
各地域を代表するＩＮＤＥＸ３０のＩＤとが記されている。尚、各地域を代表するＩＮＤ
ＥＸ３０を地域代表ＩＮＤＥＸ３０とも呼ぶ。
【００６１】
　この地域代表ＩＮＤＥＸ３０は、図５に示すように、例えば、日本全国を複数（例えば
１０個）の地域に分割して地域ごとに１つずつ任意に抽出されたＩＮＤＥＸ３０である。
【００６２】
　ＤＳＣ１の制御部１０は、この管理情報３１に記された地域代表ＩＮＤＥＸ３０のＩＤ
と、上述した各ＩＮＤＥＸ３０に記された撮影ポイントの相対位置及び絶対位置をもとに
、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０を検索する。ここで、現在位置に対応するＩＮＤＥ
Ｘ３０の検索について、具体的に説明する。
【００６３】
　制御部１０は、まず、自動設定用ファイル３２の管理情報３１に記されている１０個の
地域代表ＩＮＤＥＸ３０のＩＤをもとに、全ＩＮＤＥＸ３０の中から１０個の地域代表Ｉ
ＮＤＥＸ３０を検索する。
【００６４】
　次に制御部１０は、検索の結果得られた１０個の地域代表ＩＮＤＥＸ３０の各々の撮影
ポイントの絶対位置（緯度、経度）と、ＧＰＳモジュール２６から得られる現在位置（緯
度、経度）との距離を算出する。
【００６５】
　そして制御部１０は、この距離が最小の地域代表ＩＮＤＥＸ３０、すなわち現在位置か
ら最も近い撮影ポイントの地域代表ＩＮＤＥＸ３０を特定する。
【００６６】
　そして制御部１０は、この地域代表ＩＮＤＥＸ３０を注目ＩＮＤＥＸ３０として、この
注目ＩＮＤＥＸ３０を起点に、現在位置により近い撮影ポイントのＩＮＤＥＸ３０を検索
していく。すなわち、図６に示すように、制御部１０は、まず地域代表ＩＮＤＥＸ３０（
ＩＤ＝１）を注目ＩＮＤＥＸ３０として、その撮影ポイントの相対位置を取得する。
【００６７】
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　この相対位置は、注目ＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝１）の撮影ポイントから見て、東西南北
の各々の方向で、最も近い撮影ポイントのＩＮＤＥＸ３０のＩＤで表される。つまり、注
目ＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝１）の相対位置は、注目ＩＮＤＥＸ３０に近隣するＩＮＤＥＸ
３０（これを近隣ＩＮＤＥＸ３０とも呼ぶ）のＩＤで表される。
【００６８】
　ここで、注目ＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝１）の北方向に最も近いＩＮＤＥＸ３０のＩＤが
「２」、南方向に最も近いＩＤが「３」、東方向に最も近いＩＤが「２」、西方向に最も
近いＩＤが「ＮＯＮ（無し）」であるとする。尚、西方向に最短距離のＩＤが「ＮＯＮ」
であるということは、注目ＩＮＤＥＸ３０から西方向の所定範囲（例えば数キロメートル
）内に、他のＩＮＤＥＸ３０が存在しない（登録されていない）ことを意味する。
【００６９】
　このとき、注目ＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝１）の相対位置は、Ｎ＿ＩＮＤＥＸＩＤ＝２、
Ｓ＿ＩＮＤＥＸＩＤ＝３、Ｅ＿ＩＮＤＥＸＩＤ＝２、Ｗ＿ＩＮＤＥＸＩＤ＝ＮＯＮとして
表される。
【００７０】
　すなわち、制御部１０は、注目ＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝１）の相対位置を取得すること
で、注目ＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝１）に近隣する近隣ＩＮＤＥＸ３０のＩＤとして、２個
のＩＤ（ＩＤ＝２、３）を得る。
【００７１】
　そして制御部１０は、このようにして得た２個のＩＤをもとに、全ＩＮＤＥＸ３０の中
から２個のＩＮＤＥＸ３０（つまり注目ＩＮＤＥＸ３０に近隣する近隣ＩＮＤＥＸ３０）
を検索する。
【００７２】
　さらに制御部１０は、検索の結果得られた２個の近隣ＩＮＤＥＸ３０の各々の撮影ポイ
ントの絶対位置と、現在位置との距離を算出する。
【００７３】
　そして制御部１０は、近隣ＩＮＤＥＸ３０のうちの現在位置との距離が最小のＩＮＤＥ
Ｘ３０（すなわち近隣ＩＮＤＥＸ３０のうちの現在位置に最も近いＩＮＤＥＸ３０）を特
定する。尚、このように現在位置に最も近いＩＮＤＥＸ３０を最短ＩＮＤＥＸ３０とも呼
ぶ。
【００７４】
　さらに制御部１０は、注目ＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝１）と現在位置との距離と、近隣Ｉ
ＮＤＥＸ３０のうちの最短ＩＮＤＥＸ３０（例えばＩＤ＝３）と現在位置との距離とのど
ちらの距離が短いかを判別する。
【００７５】
　ここで、注目ＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝１）と現在位置との距離よりも、近隣ＩＮＤＥＸ
３０のうちの最短ＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝３）と現在位置との距離の方が短いとする。こ
の場合、制御部１０は、この最短ＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝３）を新たな注目ＩＮＤＥＸ３
０とする。
【００７６】
　すると制御部１０は、この新たな注目ＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝３）の相対位置を取得す
る。ここで、注目ＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝３）の相対位置が、Ｎ＿ＩＮＤＥＸＩＤ＝１、
Ｓ＿ＩＮＤＥＸＩＤ＝４、Ｅ＿ＩＮＤＥＸＩＤ＝４、Ｗ＿ＩＮＤＥＸＩＤ＝２であるとす
る。
【００７７】
　すなわち、制御部１０が、注目ＩＮＤＥＸ３０に近隣する近隣ＩＮＤＥＸ３０のＩＤと
して、３個のＩＤ（ＩＤ＝１、４、２）を得たとする。
【００７８】
　すると制御部１０は、このようにして得た３個のＩＤをもとに、全ＩＮＤＥＸ３０の中
から３個のＩＮＤＥＸ３０（つまり注目ＩＮＤＥＸ３０に近隣する近隣ＩＮＤＥＸ３０）
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を検索する。
【００７９】
　さらに制御部１０は、検索の結果得られた３個の近隣ＩＮＤＥＸ３０の各々の撮影ポイ
ントの絶対位置と、現在位置との距離を算出して、近隣ＩＮＤＥＸ３０のうちの現在位置
に最も近い最短ＩＮＤＥＸ３０を特定する。
【００８０】
　さらに制御部１０は、注目ＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝３）と現在位置との距離と、近隣Ｉ
ＮＤＥＸ３０のうちの最短ＩＮＤＥＸ３０（例えばＩＤ＝４）と現在位置との距離とのど
ちらの距離が短いかを判別する。
【００８１】
　ここで、注目ＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝３）と現在位置との距離よりも、近隣ＩＮＤＥＸ
３０のうちの最短ＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝４）と現在位置との距離の方が短いとする。こ
の場合、制御部１０は、この最短ＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝４）を新たな注目ＩＮＤＥＸ３
０とする。
【００８２】
　そして制御部１０は、この新たな注目ＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝４）の相対位置を取得す
る。ここで、注目ＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝４）の相対位置が、Ｎ＿ＩＮＤＥＸＩＤ＝３、
Ｓ＿ＩＮＤＥＸＩＤ＝ＮＯＮ、Ｅ＿ＩＮＤＥＸＩＤ＝ＮＯＮ、Ｗ＿ＩＮＤＥＸＩＤ＝３で
あるとする。
【００８３】
　すなわち、制御部１０が、注目ＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝４）に近隣する近隣ＩＮＤＥＸ
３０のＩＤとして、１個のＩＤ（ＩＤ＝３）を得たとする。
【００８４】
　ここで、ＩＤ＝３の近隣ＩＮＤＥＸ３０は、上述したように、ＩＤ＝４の注目ＩＮＤＥ
Ｘ３０よりも現在位置との距離が離れている。よって、制御部１０は、この注目ＩＮＤＥ
Ｘ３０（ＩＤ＝４）が全ＩＮＤＥＸ３０のうちの現在位置に最も近い最短ＩＮＤＥＸ３０
であると判別する。
【００８５】
　さらに制御部１０は、このＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝４）の撮影ポイントが、現在位置か
ら所定範囲Ｄ内にあるかどうかを判別する。ここで、この所定範囲Ｄは、例えば、同様の
カメラ設定で撮影できる範囲として設定されている。
【００８６】
　すなわち、ＩＮＤＥＸ３０の撮影ポイントが、現在位置から所定範囲Ｄ内であれば、こ
のＩＮＤＥＸ３０のカメラ設定は、現在位置での撮影に適したカメラ設定であることを意
味する。一方で、ＩＮＤＥＸ３０の撮影ポイントが、所定範囲Ｄ外にあれば、このＩＮＤ
ＥＸ３０のカメラ設定は、現在位置での撮影に適したカメラ設定ではないことを意味する
。
【００８７】
　よって、制御部１０は、ＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝４）の撮影ポイントが、現在位置から
所定範囲Ｄ内にあれば、このＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝４）を、現在位置に対応するＩＮＤ
ＥＸ３０とする。
【００８８】
　一方で、ＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝４）の撮影ポイントが、現在位置から所定範囲Ｄ外に
あれば、このＩＮＤＥＸ３０（ＩＤ＝４）を、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０とはし
ない。そしてこのとき制御部１０は、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０が見付からなか
ったと判別する。
【００８９】
　このようにして制御部１０は、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０を検索するようにな
っている。
【００９０】
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　ここまで説明したように、制御部１０は、まず、管理情報３１に記された複数の地域代
表ＩＮＤＥＸ３０のうちの最短ＩＮＤＥＸ３０を注目ＩＮＤＥＸ３０とする。
【００９１】
　次に制御部１０は、注目ＩＮＤＥＸ３０と、その近隣の近隣ＩＮＤＥＸ３０との中から
、最短ＩＮＤＥＸ３０を特定する。そして制御部１０は、最終的に注目ＩＮＤＥＸ３０が
最短ＩＮＤＥＸ３０となるまで、注目ＩＮＤＥＸ３０をその近隣の近隣ＩＮＤＥＸ３０の
うちの最短ＩＮＤＥＸ３０に切り替えていく。
【００９２】
　そして制御部１０は、最終的に得られた、全ＩＮＤＥＸ３０のうちの最短ＩＮＤＥＸ３
０（現在位置から所定範囲Ｄ内であることが条件）を、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３
０とする。
【００９３】
　制御部１０は、このようにして検索した結果得られた、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ
３０に記されたカメラ設定の設定値を利用して、現在位置での撮影に適したカメラ設定を
自動で行う。そして、このカメラ設定に基づいて撮像部１４が動作する。
【００９４】
　尚、制御部１０は、従来のように、カメラセンサの出力と撮像された画像とを解析して
判別した撮影場所の状況（明るさ、被写体距離、光源など）に基づいてカメラ設定を行う
ことができるようにもなっている。またカメラ設定の一部または全部を、ユーザがマニュ
アルで行うことができるようにもなっている。
【００９５】
　ここで、予め用意されたＩＮＤＥＸ３０を利用して行うカメラ設定をお薦めカメラ設定
とも呼び、これに対して、従来のように、カメラセンサの出力などから判別した撮影場所
の状況に基づいて行うカメラ設定を通常カメラ設定とも呼ぶ。またユーザがマニュアルで
行うカメラ設定をマニュアルカメラ設定とも呼ぶ。
【００９６】
［１－４．自動設定処理手順］
　次に、カメラ設定を自動で行う場合の処理手順（これを自動設定処理手順とも呼ぶ）に
ついて、図７に示すフローチャートを用いて説明する。この自動設定処理手順ＲＴ１は、
ＤＳＣ１の制御部１０が、フラッシュメモリ１１に書き込まれているプログラムに従って
実行する処理手順である。
【００９７】
　制御部１０は、操作入力部１３を介して、撮影モードに切り替えるようユーザに指示さ
れると、モードを撮影モードに切り替えると共に、自動設定処理手順ＲＴ１を開始して、
ステップＳＰ１に移る。
【００９８】
　ステップＳＰ１において制御部１０は、カメラセンサの出力、及び撮像された画像から
現在の撮影状況を判別して、判別した撮影場所の状況に基づいて通常カメラ設定を行った
後、ステップＳＰ２に移る。
【００９９】
　ステップＳＰ２において制御部１０は、フラッシュメモリ１１に書き込まれている自動
設定用ファイル３２をオープンして、次のステップＳＰ３に移る。
【０１００】
　ステップＳＰ３において制御部１０は、ＧＰＳモジュール２６からＤＳＣ１の現在位置
を示す現在位置情報を取得して次のステップＳＰ４に移る。ステップＳＰ４において制御
部１０は、方位センサ２７から現在ＤＳＣ１のレンズ３が向けられている現在方位を示す
現在方位情報を取得して次のステップＳＰ５に移る。
【０１０１】
　ステップＳＰ５において制御部１０は、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０を検索して
、次のステップＳＰ６に移る。この検索については、上述した通りである。ステップＳＰ
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６において制御部１０は、検索の結果、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０が見付かった
か否かを判別する。
【０１０２】
　現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０が見付からなかったことにより、このステップＳＰ
６で否定結果を得ると、制御部１０は、この自動設定処理手順ＲＴ１を終了する。この場
合、制御部１０は、以降、シャッタボタン５の押下に応じて、通常カメラ設定、またはユ
ーザによるマニュアルカメラ設定で撮影することになる。
【０１０３】
　これに対して、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０が見付かったことにより、ステップ
ＳＰ６で肯定結果を得ると、制御部１０は、ステップＳＰ７に移る。
【０１０４】
　ステップＳＰ７において制御部１０は、予めフラッシュメモリ１１に記憶されている、
ＤＳＣ１のスキル（能力）を示すスキル情報を読み出して、次のステップＳＰ８に移る。
このスキル情報には、ＤＳＣ１のスキル（能力）として、例えば、フラッシュの有無、露
出プログラムの種類、ＩＳＯ感度の上限値などが記されている。
【０１０５】
　ステップＳＰ８において制御部１０は、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０から得たカ
メラ設定の各種設定値を、ＤＳＣ１の能力に合わせて最適化する。
【０１０６】
　具体的に、例えば、ＩＮＤＥＸ３０に、カメラ設定の１つであるフラッシュの設定値と
して「発光」を示す値が記されているとする。
【０１０７】
　ここで、例えば、ＤＳＣ１にフラッシュが搭載されてなく、スキル情報にはフラッシュ
が「無」と記されているとする。この場合、制御部１０は、このようなＤＳＣ１の能力に
合わせて、ＩＮＤＥＸ３０から得たフラッシュの設定値を「発光」から「未発光」に変更
する。
【０１０８】
　また、例えば、ＩＮＤＥＸ３０に、カメラ設定の１つである露出プログラムの設定値と
して「シャッタ優先」を示す値が記されているとする。
【０１０９】
　ここで、例えば、ＤＳＣ１が、露出プログラムとして「シャッタ優先」を有しておらず
、スキル情報には露出プログラムの種類として「ノーマルプログラム」と記されていると
する。この場合、制御部１０は、このようなＤＳＣ１の能力に合わせて、ＩＮＤＥＸ３０
から得た露出プログラムの設定値を「シャッタ優先」から「ノーマルプログラム」に変更
する。
【０１１０】
　さらに、例えば、ＩＮＤＥＸ３０に、カメラ設定の１つであるＩＳＯ感度の設定値とし
て「３２００」が記されているとする。
【０１１１】
　ここで、例えば、ＤＳＣ１のＩＳＯ感度の上限値が「１６００」であり、スキル情報に
はＩＳＯ感度の上限値が「１６００」と記されているとする。この場合、制御部１０は、
このようなＤＳＣ１の能力に合わせて、ＩＮＤＥＸ３０から得たＩＳＯ感度の設定値を「
３２００」から上限値の「１６００」に変更する。
【０１１２】
　このようにして、制御部１０は、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０から得たカメラ設
定の設定値を、ＤＳＣ１の能力に合わせて最適化（つまりＤＳＣ１で設定可能な範囲の設
定値となるように調整）した後、ステップＳＰ９に移る。
【０１１３】
　ステップＳＰ９において制御部１０は、現在のカメラ設定（すなわち通常カメラ設定）
の設定値を取得して、次のステップＳＰ１０に移る。
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【０１１４】
　ステップＳＰ１０において制御部１０は、ＩＮＤＥＸ３０に記された設定値により示さ
れるカメラ設定（お薦めカメラ設定）が、現在のカメラ設定（通常カメラ設定）よりも信
頼度が高いか否かを判別する。
【０１１５】
　具体的に、制御部１０は、ステップＳＰ１で判別した現在の撮影状況の１つである例え
ば光源の種別と、ＩＮＤＥＸ３０から得た光源の設定値により示される光源の種別とを比
較する。
【０１１６】
　ここで、制御部１０が判別した光源の種別（晴天、曇天、雨天など）と、ＩＮＤＥＸ３
０から得た光源の設定値により示される光源の種別とが同一であるとする。この場合、制
御部１０は、ＩＮＤＥＸ３０から得たお薦めカメラ設定の設定値の信頼度が、現在の通常
カメラ設定の設定値よりも高いと判別する。
【０１１７】
　この結果、制御部１０は、ステップＳＰ１０で肯定結果を得て、ステップＳＰ１１に移
る。ステップＳＰ１１において制御部１０は、カメラ設定を、通常カメラ設定から、ＩＮ
ＤＥＸ３０から得た設定値（最適化済み）を利用したお薦めカメラ設定に変更する。つま
り、制御部１０は、現在の通常カメラ設定の設定値を、ＩＮＤＥＸ３０から得た設定値（
最適化済み）に変更する。このようにしてカメラ設定を変更した後、制御部１０は、ステ
ップＳＰ１２に移る。
【０１１８】
　ステップＳＰ１２において制御部１０は、図８に示すように、カメラ設定をお薦めカメ
ラ設定に変更した旨を示す文字情報が表示される子画面Ｗ１をスルー画像Ｔｐに重ねて液
晶ディスプレイ１６に表示させ、この自動設定処理手順ＲＴ１を終了する。この場合、制
御部１０は、以降、シャッタボタン５の押下に応じて、お薦めカメラ設定で撮影すること
になる。
【０１１９】
　一方で、通常カメラ設定による光源の種別と、ＩＮＤＥＸ３０から得た光源の設定値に
より示される光源の種別とが異なるとする。この場合、制御部１０は、ＩＮＤＥＸ３０か
ら得たカメラ設定の設定値の信頼度が、現在の通常カメラ設定の設定値よりも低いと判別
する。
【０１２０】
　この結果、制御部１０は、上述のステップＳＰ１０で否定結果を得て、ステップＳＰ１
３に移る。ステップＳＰ１３において制御部１０は、カメラ設定を変更せず（通常カメラ
設定のまま）、図９に示すように、カメラ設定を変更しなかった旨を示す文字情報が表示
される子画面Ｗ２をスルー画像Ｔｐに重ねて液晶ディスプレイ１６に表示させる。そして
制御部１０は、この自動設定処理手順ＲＴ１を終了する。この場合、制御部１０は、以降
、シャッタボタン５の押下に応じて、通常カメラ設定、またはユーザによるマニュアルカ
メラ設定で撮影することになる。
【０１２１】
　このような自動設定処理手順ＲＴ１により、ＤＳＣ１は、カメラ設定を自動で行うよう
になっている。
【０１２２】
［１－５．第１の実施の形態による動作及び効果］
　以上の構成において、ＤＳＣ１のフラッシュメモリ１１には、予め様々な撮影ポイント
ごとに、各撮影ポイントでの撮影に適したカメラ設定の設定値が記されたＩＮＤＥＸ３０
が記憶されている。
【０１２３】
　ＤＳＣ１の制御部１０は、撮影時に、ＧＰＳモジュール２６から現在位置を得、この現
在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０をフラッシュメモリ１１に記憶されている全ＩＮＤＥＸ
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３０の中から検索する。
【０１２４】
　そして制御部１０は、検索の結果得られたＩＮＤＥＸ３０に記された設定値で自動的に
カメラ設定を行うようにした。
【０１２５】
　こうすることで、ＤＳＣ１は、現在位置が取得できる場所であれば、外部の機器と通信
できない場所であろうと、その場所に適したカメラ設定で撮影を行うことができる。
【０１２６】
　また制御部１０は、予め全ＩＮＤＥＸ３０の中から地域ごとに抽出された地域代表ＩＮ
ＤＥＸ３０のうち、現在位置に最も近い最短ＩＮＤＥＸ３０を最初の注目ＩＮＤＥＸ３０
とする。さらに制御部１０は、注目ＩＮＤＥＸ３０と、その近隣の近隣ＩＮＤＥＸ３０と
の中から、最短ＩＮＤＥＸ３０を特定する。そして制御部１０は、最終的に注目ＩＮＤＥ
Ｘ３０が最短ＩＮＤＥＸ３０になるまで、注目ＩＮＤＥＸ３０をその近隣の近隣ＩＮＤＥ
Ｘ３０のうちの最短ＩＮＤＥＸ３０に切り替えていく。
【０１２７】
　そして制御部１０は、最終的に得られた、全ＩＮＤＥＸ３０のうちの最短ＩＮＤＥＸ３
０（現在位置から所定範囲Ｄ内であることが条件）を、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３
０とする。
【０１２８】
　こうすることで制御部１０は、全てのＩＮＤＥＸ３０と現在位置との距離を算出して、
全ＩＮＤＥＸ３０のうちの最短ＩＮＤＥＸ３０を検索する場合と比して、検索時間を大幅
に短縮することができ、一段と迅速にカメラ設定を行うことができる。
【０１２９】
　さらにＩＮＤＥＸ３０に記されるカメラ設定の設定値を、標準フォーマットであるＥｘ
ｉｆのタグ情報に準じた設定値とした。さらにＤＳＣ１の制御部１０は、現在位置に対応
するＩＮＤＥＸ３０に記された設定値を、ＤＳＣ１の能力に合わせて最適化したうえでカ
メラ設定を行うようにした。
【０１３０】
　こうすることでＩＮＤＥＸ３０と管理情報３１とで構成される自動設定用ファイル３２
を機能の異なるＤＳＣで共用することができる。ゆえに、機能の異なるＤＳＣごとに自動
設定用ファイル３２を作成する必要がなく、自動設定用ファイル３２の作成を簡易化する
ことができる。
【０１３１】
　さらにＤＳＣ１の制御部１０は、ＩＮＤＥＸ３０に記された設定値でカメラ設定を行う
前に、従来のように、カメラセンサの出力と撮像された画像とを解析して判別した撮影場
所の状況に基づいてカメラ設定を行う。
【０１３２】
　そして制御部１０は、例えば、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０が見付からなかった
場合には、判別した撮影場所の状況に基づいてカメラ設定を行うようにした。
【０１３３】
　一方で、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０が見付かった場合、制御部１０は、ＩＮＤ
ＥＸ３０に記された設定値により示されるカメラ設定と、現在のカメラ設定とのうち、ど
ちらが現在位置での撮影に適しているかを判別する。
【０１３４】
　具体的に、制御部１０は、ＤＳＣ１側で判別できる現在の撮影状況（例えば光源の種別
）が、ＩＮＤＥＸ３０に記された撮影状況（例えば光源の種別）に一致しているか否か判
別する。
【０１３５】
　これらが一致している場合、制御部１０は、ＩＮＤＥＸ３０に記された設定値により示
されるカメラ設定の方が撮影に適していると判別して、現在のカメラ設定をＩＮＤＥＸ３
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０に記された設定値により示されるカメラ設定に変更する。
【０１３６】
　一方でこれらが一致していない場合、制御部１０は、現在のカメラ設定の方が撮影に適
していると判別して、現在のカメラ設定をそのまま利用する。
【０１３７】
　こうすることでＤＳＣ１は、現在位置での撮影に一段と適したカメラ設定で撮影を行う
ことができる。
【０１３８】
　以上の構成によれば、ＤＳＣ１は、現在位置が取得できる場所であれば、外部の機器と
通信できない場所であろうと、その場所に適した撮影設定で撮影を行うことができる。か
くして、ＤＳＣ１は、従来と比して一段と確実に撮影場所に適した撮影を行うことができ
る。
【０１３９】
＜２．第２の実施の形態＞
　次に第２の実施の形態について説明する。この第２の実施の形態では、ＤＳＣ１が、現
在位置を所定時間ごとに取得して、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０を所定時間ごとに
検索する。そしてＤＳＣ１は、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０が見付かると、現在位
置での撮影をユーザに促すようになっている。
【０１４０】
　すなわち、この第２の実施の形態では、ＩＮＤＥＸ３０として登録されている撮影ポイ
ントをお薦め撮影ポイントとし、ＤＳＣ１が、例えばユーザに携帯され、お薦め撮影ポイ
ントに移動すると、その場所での撮影を薦めるようになっている。
【０１４１】
　尚、ＤＳＣ１の構成、及び現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０の検索方法については、
第１の実施の形態と同様であるので、第１の実施の形態を参照とする。ゆえに、ここでは
、図１０及び図１１を用いて、ＤＳＣ１の制御部１０が実行する、ＩＮＤＥＸ３０として
登録された撮影ポイントでの撮影を促す処理の手順（これを撮影促進処理手順とも呼ぶ）
ＲＴ２についてのみ説明する。
【０１４２】
　尚、図１０及び図１１に示す撮影促進処理手順ＲＴ２の各ステップのうち、第１の実施
の形態の自動設定処理手順ＲＴ１と同一内容のステップについては同一符号を付すように
した。
【０１４３】
［２－１．撮影促進処理手順］
　制御部１０は、操作入力部１３を介して、ＩＮＤＥＸ３０として登録された撮影ポイン
トでの撮影を促す機能（これを撮影促進機能とも呼ぶ）を有効（オン）にするようユーザ
に指示されると、撮影促進処理手順ＲＴ２を開始する。
【０１４４】
　ステップＳＰ２において制御部１０は、フラッシュメモリ１１に書き込まれている自動
設定用ファイル３２をオープンして、次のステップＳＰ３に移る。
【０１４５】
　ステップＳＰ３において制御部１０は、ＧＰＳモジュール２６からＤＳＣ１の現在位置
を示す現在位置情報を取得して次のステップＳＰ４に移る。ステップＳＰ４において制御
部１０は、方位センサ２７から現在ＤＳＣ１のレンズ３が向けられている方位（現在方位
）を示す現在方位情報を取得して次のステップＳＰ５に移る。
【０１４６】
　ステップＳＰ５において制御部１０は、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０を検索して
、次のステップＳＰ６に移る。ステップＳＰ６において制御部１０は、検索の結果、現在
位置に対応するＩＮＤＥＸ３０が見付かったか否かを判別する。
【０１４７】
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　現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０が見付からなかった（すなわち現在位置がお薦め撮
影ポイントではない）ことにより、このステップＳＰ６で否定結果を得ると、制御部１０
は、ステップＳＰ１００に移る。ステップＳＰ１００において制御部１０は、操作入力部
１３を介して、撮影促進機能を無効（オフ）にするようユーザに指示されたか否かを判別
する。
【０１４８】
　撮影促進機能を無効（オフ）にするよう指示されたことにより、このステップＳＰ１０
０で肯定結果を得ると、制御部１０は、この撮影促進処理手順ＲＴ２を終了する。
【０１４９】
　これに対して、撮影促進機能を無効（オフ）にするよう指示されていないことにより、
このステップＳＰ１００で否定結果を得ると、制御部１０は、ステップＳＰ１０１に移る
。ステップＳＰ１０１において制御部１０は、例えば１０秒間待機した後、ステップＳＰ
３に戻り、再び現在位置情報を取得する。
【０１５０】
　一方、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０が見付かった（すなわち現在位置がお薦め撮
影ポイントである）ことにより、上述のステップＳＰ６で肯定結果を得ると、制御部１０
は、ステップＳＰ１０２に移る。
【０１５１】
　ステップＳＰ１０２において制御部１０は、電池残量モニタ１７からＤＳＣ１の電池残
量を示す電池残量情報を取得する。そして制御部１０は、この電池残量情報が示す電池残
量に基づき、ＩＮＤＥＸ３０に記されたお薦め度に対する第１の閾値を設定する。
【０１５２】
　具体的に制御部１０は、電池残量が例えば５０％以上であれば、お薦め度に対する第１
の閾値を「１」に設定する一方で、電池残量が５０％未満であれば、お薦め度に対する第
１の閾値を「３」に設定する。そして制御部１０は、ＩＮＤＥＸ３０に記されたお薦め度
が、このように設定した第１の閾値以上であることを、現在位置での撮影を促す第１の条
件とする。
【０１５３】
　つまり、この第１の条件は、電池残量が少ないときにはお薦め度が高い撮影ポイントで
のみ撮影を促すようにし、また電池残量が多いときにはできるだけ.多くの撮影ポイント
で撮影を促すようにする為の条件である。
【０１５４】
　このようにして、第１の条件を設定した後、制御部１０は、ステップＳＰ１０３に移る
。
【０１５５】
　ステップＳＰ１０３において制御部１０は、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０に記さ
れたお薦め度が、第１の条件を満たしているか否か、つまり電池残量に基づいて設定した
第１の閾値以上であるか否かを判別する。
【０１５６】
　現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０に記されたお薦め度が第１の条件を満たしていない
ことにより、制御部１０が、このステップＳＰ１０３で否定結果を得たとする。このとき
制御部１０は、現在位置での撮影を促さずに、ステップＳＰ１００に戻り、再び撮影促進
機能を無効にする操作が行われたか否かを判別する。
【０１５７】
　これに対して、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０に記されたお薦め度が第１の条件を
満たしていることにより、このステップＳＰ１０３で肯定結果を得ると、制御部１０は、
ステップＳＰ１０４に移る。
【０１５８】
　ステップＳＰ１０４において制御部１０は、フラッシュメモリ１１及びメモリカード１
９（これらをまとめて記録媒体とも呼ぶ）の残容量を取得する。そして制御部１０は、取
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得した記録媒体の残容量に基づき、ＩＮＤＥＸ３０に記されたお薦め度に対する第２の閾
値を設定する。
【０１５９】
　具体的に制御部１０は、例えば、残容量が３０％以上であれば、お薦め度に対する第２
の閾値を「１」に設定する一方で、残容量が３０％未満であれば、お薦め度に対する第２
の閾値を「５」に設定する。そして制御部１０は、ＩＮＤＥＸ３０に記されたお薦め度が
、このように設定した第２の閾値以上であることを、現在位置での撮影を促す第２の条件
とする。
【０１６０】
　つまり、この第２の条件は、記録媒体の残容量が少ないときにはお薦め度が高い撮影ポ
イントでのみ撮影を促すようにし、またこの残容量が多いときにはできるだけ.多くの撮
影ポイントで撮影を促すようにする為の条件である。
【０１６１】
　このようにして、第２の条件を設定した後、制御部１０は、ステップＳＰ１０５に移る
。
【０１６２】
　ステップＳＰ１０５において制御部１０は、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０に記さ
れたお薦め度が、第２の条件を満たしているか否か、つまり記録媒体の残容量に基づいて
設定した第２の閾値以上であるか否かを判別する。
【０１６３】
　現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０に記されたお薦め度が第２の条件を満たしていない
ことにより、制御部１０が、このステップＳＰ１０５で否定結果を得たとする。このとき
制御部１０は、現在位置での撮影を促さずに、ステップＳＰ１００に戻り、再び撮影促進
機能を無効にする操作が行われたか否かを判別する。
【０１６４】
　これに対して、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０に記されたお薦め度が第２の条件を
満たしていることにより、このステップＳＰ１０５で肯定結果を得ると、制御部１０は、
ステップＳＰ１０６に移る。
【０１６５】
　ステップＳＰ１０６において制御部１０は、現在位置での撮影を促す為に、スピーカ２
５からビープ音を出力させて、次のステップＳＰ１０７に移る。
【０１６６】
　ステップＳＰ１０７において制御部１０は、現在位置での撮影を促す為に、図１２に示
すように、現在位置がお薦め撮影ポイントである旨を示す文字情報が表示される子画面Ｗ
３をスルー画像Ｔｐに重ねて液晶ディスプレイ１６に表示させる。そして制御部１０は、
次のステップＳＰ１０８に移る。尚、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０にコメント３０
Ｄが記されていれば、このコメント３０Ｄを、上述した文字情報と共に子画面Ｗ３に表示
させるようにしてもよい。またこれらと共にお薦め度を表示させるようにしてもよい。
【０１６７】
　ステップＳＰ１０８において制御部１０は、現在位置での撮影を促す為に、バイブレー
ションモータ（図示せず）を動作させて筐体２を振動させて、次のステップＳＰ１０９に
移る。
【０１６８】
　このように制御部１０は、ビープ音を出力させ、文字情報を表示させ、筐体を振動させ
ることで、現在位置での撮影をユーザに促すようになっている。
【０１６９】
　ステップＳＰ１０９において制御部１０は、操作入力部１３を介して撮影準備操作（シ
ャッタボタン５の半押し）が行われたか否かを判別する。
【０１７０】
　撮影準備操作が行われなかったことにより、このステップＳＰ１０９で否定結果を得る
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と、制御部１０は、ステップＳＰ１００に戻り、再び撮影促進機能を無効にする操作が行
われたか否かを判別する。
【０１７１】
　これに対して、撮影準備操作が行われたことにより、このステップＳＰ１０９で肯定結
果を得ると、制御部１０は、ステップＳＰ１１０に移る。
【０１７２】
　ステップＳＰ１１０において制御部１０は、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０に記さ
れた撮影モードに応じて、ＤＳＣ１の撮影モードを静止画撮影モード又は動画撮影モード
に設定して、次のステップＳＰ１１１に移る。
【０１７３】
　ステップＳＰ１１１において制御部１０は、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０に記さ
れた設定値をＤＳＣ１の能力に合わせて最適化し、最適化した設定値に基づいてカメラ設
定を行った後、この撮影促進処理手順ＲＴ２を終了する。その後、制御部１０は、シャッ
タボタン５の押下に応じて撮影する。
【０１７４】
　このような撮影促進処理手順ＲＴ２により、ＤＳＣ１は、現在位置がＩＮＤＥＸ３０に
登録された撮影ポイントである場合に、自動的に撮影を促すようになっている。
【０１７５】
［２－２．第２の実施の形態による動作及び効果］
　上述したように、ＤＳＣ１の制御部１０は、現在位置を所定時間ごとに取得して、現在
位置に対応するＩＮＤＥＸ３０を所定時間ごとに検索する。
【０１７６】
　この結果、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０を見付けると、制御部１０は、現在位置
がお薦め撮影ポイントである旨をユーザに通知して、現在位置での撮影をユーザに促す。
【０１７７】
　そして、ユーザにより撮影準備操作が行われると、制御部１０は、現在位置に対応する
ＩＮＤＥＸ３０に記された設定値を利用して、現在位置での撮影に適したカメラ設定を自
動で行う。
【０１７８】
　こうすることで、ＤＳＣ１は、ユーザが人気の撮影ポイントやお薦めの撮影ポイントを
知らなくとも、これらの撮影ポイントでの撮影を逃すことなく、且つこれらの撮影ポイン
トに適したカメラ設定で撮影を行うことができる。
【０１７９】
　またＤＳＣ１の制御部１０は、電池残量や記録媒体の残容量に基づいて、現在位置での
撮影（つまりお薦め撮影ポイントでの撮影）を促すか否かを判断するようにした。
【０１８０】
　こうすることで、ＤＳＣ１は、例えば、電池残量や記録媒体の残容量が残り少ないにも
関わらず、現在位置での撮影を促した結果、ユーザが本来撮影しようとしていた場所で撮
影できなくなるような状況を回避することができる。
【０１８１】
＜３．第３の実施の形態＞
　次に第３の実施の形態について説明する。この第３の実施の形態では、ＤＳＣ１が、現
在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０を見付けると、このＩＮＤＥＸ３０に記された設定値で
カメラ設定を行った後、自動的に撮影を行うようになっている。
【０１８２】
　すなわち、この第３の実施の形態では、ＤＳＣ１が、カメラ設定から撮影までを自動的
に行うようになっている。
【０１８３】
　尚、ＤＳＣ１の構成、及び現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０の検索方法については、
第１の実施の形態と同様であるので、第１の実施の形態を参照とする。ゆえに、ここでは
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、図１３を用いて、ＤＳＣ１の制御部１０が実行する、自動的に撮影を行う処理の手順（
これを自動撮影処理手順とも呼ぶ）ＲＴ３についてのみ説明する。
【０１８４】
　尚、図１３に示す自動撮影処理手順ＲＴ３の各ステップのうち、第１の実施の形態の自
動設定処理手順ＲＴ１と同一内容のステップについては同一符号を付すようにした。
【０１８５】
［３－１．自動撮影処理手順］
　制御部１０は、操作入力部１３を介して、自動的に撮影を行うモード（これを自動撮影
モード）に切り替えるようユーザに指示されると、モードを自動撮影モードに切り替える
と共に、自動撮影処理手順ＲＴ３を開始して、ステップＳＰ２に移る。
【０１８６】
　因みに、制御部１０は、操作入力部１３を介して所定の操作が行われると、図１４に示
すように、自動撮影モードに切り替えるか否かを選ばせる為の２つの選択肢が設けられた
子画面Ｗ４を液晶ディスプレイ１６に表示させるようになっている。そして制御部１０は
、操作入力部１３を介して、自動撮影モードに切り替える方の選択肢が選ばれると、自動
撮影モードに切り替えるよう指示されたと認識して、モードを自動撮影モードに切り替え
るようになっている。
【０１８７】
　ステップＳＰ２において制御部１０は、フラッシュメモリ１１に書き込まれている自動
設定用ファイル３２をオープンして、次のステップＳＰ３に移る。
【０１８８】
　ステップＳＰ３において制御部１０は、ＧＰＳモジュール２６からＤＳＣ１の現在位置
を示す現在位置情報を取得して次のステップＳＰ５に移る。ステップＳＰ５において制御
部１０は、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０を検索して、次のステップＳＰ６に移る。
ステップＳＰ６において制御部１０は、検索の結果、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０
が見付かったか否かを判別する。
【０１８９】
　現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０が見付からなかった（すなわち現在位置がＩＮＤＥ
Ｘ３０として登録されている撮影ポイントではない）ことにより、このステップＳＰ６で
否定結果を得ると、制御部１０は、ステップＳＰ２００に移る。
【０１９０】
　ステップＳＰ２００において制御部１０は、例えば１０秒間待機した後、ステップＳＰ
２０１に移る。ステップＳＰ２０１において制御部１０は、操作入力部１３を介して、自
動撮影モードから他のモードに切り替えるよう指示されたか否かを判別する。
【０１９１】
　他のモードに切り替えるよう指示されたことにより、このステップＳＰ２０１で肯定結
果を得ると、制御部１０は、モードを自動撮影モードから他のモードに切り替えて、この
自動撮影処理手順ＲＴ３を終了する。
【０１９２】
　これに対して、他のモードに切り替えるよう指示されていないことにより、このステッ
プＳＰ２０１で否定結果を得ると、制御部１０は、ステップＳＰ３に戻り、再び現在位置
情報を取得する。
【０１９３】
　一方、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０が見付かった（すなわち現在位置がＩＮＤＥ
Ｘ３０として登録されている撮影ポイントである）ことにより、上述のステップＳＰ６で
肯定結果を得ると、制御部１０は、ステップＳＰ４に移る。
【０１９４】
　ステップＳＰ４において制御部１０は、方位センサ２７から現在ＤＳＣ１のレンズ３が
向けられている方位（現在方位）を示す現在方位情報を取得して次のステップＳＰ２０２
に移る。
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【０１９５】
　ステップＳＰ２０２において制御部１０は、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０に記さ
れている撮影方位に対する、方位情報として得た現在方位のズレ量とズレ方向を算出して
、次のステップＳＰ２０３に移る。
【０１９６】
　ここで、ズレ量は、ＩＮＤＥＸ３０に記されている撮影方位（すなわち現在位置での撮
影に適した撮影方位）に対して、ＤＳＣ１の現在方位が、どの程度ズレているのかを表す
。またズレ方向は、ＩＮＤＥＸ３０に記されている撮影方位に対して、ＤＳＣ１の現在方
位が、左右どちら側にズレているのかを表す。
【０１９７】
　ステップＳＰ２０３において制御部１０は、ズレ量が許容範囲内（例えば左右１０度以
下）であるか否かを判別する。
【０１９８】
　ズレ量が許容範囲内であることにより、すなわちＤＳＣ１の現在方位がＩＮＤＥＸ３０
に記されている撮影方位に一致またはほぼ一致することにより、このステップＳＰ２０３
で肯定結果を得ると、制御部１０は、ステップＳＰ２０４に移る。
【０１９９】
　ステップＳＰ２０４において制御部１０は、図１５に示すように、ＤＳＣ１の向きを維
持するよう促す旨を示す文字情報が表示される子画面Ｗ５をスルー画像Ｔｐに重ねて液晶
ディスプレイ１６に表示させ、ステップＳＰ２０５に移る。
【０２００】
　ステップＳＰ２０５において制御部１０は、ＩＮＤＥＸ３０に記された設定値をＤＳＣ
１の能力に合わせて最適化し、最適化した設定値に基づいてカメラ設定を行った後、次の
ステップＳＰ２０６に移る。
【０２０１】
　ステップＳＰ２０６において制御部１０は、撮像部１４を制御して電子シャッタを切る
ことにより現在位置での撮影を自動的に行って、この自動撮影処理手順ＲＴ３を終了する
。
【０２０２】
　このように制御部１０は、現在位置がＩＮＤＥＸ３０として登録されている撮影ポイン
トであり、且つＤＳＣ１がＩＮＤＥＸ３０に記されている撮影方位に向けられている場合
に、自動的に撮影を行うようになっている。
【０２０３】
　一方、ズレ量が許容範囲を超えていることにより、上述のステップＳＰ２０３で否定結
果を得ると、制御部１０は、ステップＳＰ２０７に移る。
【０２０４】
　ステップＳＰ２０７において制御部１０は、ズレ方向が左方向であるか否かを判別する
。
【０２０５】
　ズレ方向が左方向であることにより、すなわちＤＳＣ１の現在方位がＩＮＤＥＸ３０に
記されている撮影方位に対して左にズレていることにより、このステップＳＰ２０７で肯
定結果を得ると、制御部１０は、ステップＳＰ２０８に移る。
【０２０６】
　ステップＳＰ２０８において制御部１０は、図１６に示すように、ＤＳＣ１の向きを右
に振るよう促す旨を示す文字情報が表示される子画面Ｗ６をスルー画像Ｔｐに重ねて液晶
ディスプレイ１６に表示させ、ステップＳＰ２０９に移る。尚、このとき、子画面Ｗ６と
共に、右向きの矢印ＡＲを表示させるようにしてもよい。
【０２０７】
　一方、ズレ方向が右方向であることにより、すなわちＤＳＣ１の現在方位がＩＮＤＥＸ
３０に記されている撮影方位に対して右にズレていることにより、上述のステップＳＰ２
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０７で否定結果を得ると、制御部１０は、ステップＳＰ２１０に移る。
【０２０８】
　ステップＳＰ２１０において制御部１０は、図１７に示すように、ＤＳＣ１の向きを左
に振るよう促す旨を示す文字情報が表示される子画面Ｗ７をスルー画像Ｔｐに重ねて液晶
ディスプレイ１６に表示させ、ステップＳＰ２０９に移る。尚、このとき、子画面Ｗ７と
共に、左向きの矢印ＡＬを表示させるようにしてもよい。
【０２０９】
　このように制御部１０は、ＤＳＣ１の現在方位がＩＮＤＥＸ３０に記されている撮影方
位に対してズレている場合には、そのズレを無くす方向にＤＳＣ１の向きを振るようユー
ザに促すようになっている。
【０２１０】
　ステップＳＰ２０９において制御部１０は、例えば１秒間待機した後、ステップＳＰ２
１１に移る。ステップＳＰ２１１において制御部１０は、ステップＳＰ６で現在位置に対
応するＩＮＤＥＸ３０を見付けてから例えば１０秒間経過したか否かを判別する。
【０２１１】
　１０秒間経過していないことにより、このステップＳＰ２１１で否定結果を得ると、制
御部１０は、ステップＳＰ４に戻り、再度、方位情報を取得する。そして、制御部１０は
、まだＤＳＣ１の現在方位がズレている場合には、再度、ズレを無くす方向にＤＳＣ１の
向きを振るよう促す一方で、ズレが無くなった場合には、自動的に撮影を行う。
【０２１２】
　これに対して、１０秒間経過したことにより、制御部１０が、このステップＳＰ２１０
で肯定結果を得たとする。このことは、ズレを無くす方向にＤＳＣ１の向きを振るようユ
ーザに促したものの、１０秒間経っても、そのズレが無くならなかったことを意味する。
【０２１３】
　このとき制御部１０は、ステップＳＰ２０１に移り、自動撮影モードから他のモードに
切り替えるよう指示されたか否かを判別する。
【０２１４】
　このような自動撮影処理手順ＲＴ３により、ＤＳＣ１は、自動的に撮影を行うようにな
っている。
【０２１５】
［３－２．第３の実施の形態による動作及び効果］
　上述したように、ＤＳＣ１の制御部１０は、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０を検索
して見付けると、ＤＳＣ１の現在方位を取得する。
【０２１６】
　そして制御部１０は、ＤＳＣ１の現在方位と、ＩＮＤＥＸ３０に記されている現在位置
での撮影に適した撮影方位とのズレを求める。
【０２１７】
　このズレが許容範囲を超えている場合、制御部１０は、ズレを無くす方向にＤＳＣ１の
向きを振るよう促す。
【０２１８】
　そして、このズレが許容範囲内になると（すなわちＤＳＣ１の現在方位とＩＮＤＥＸ３
０に記されている撮影方位とが一致またはほぼ一致すると）、制御部１０は、ＩＮＤＥＸ
３０に記されているカメラ設定で自動的に撮影を行う。
【０２１９】
　こうすることで、ＤＳＣ１は、ユーザに、現在位置での撮影に適した撮影方位にレンズ
３を向けさせるだけで、現在位置に適したカメラ設定から撮影までを自動的に行うことが
できる。
【０２２０】
＜４．他の実施の形態＞
［４－１．他の実施の形態１］
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　尚、上述した第１乃至第３の実施の形態では、各場所に対応する複数のＩＮＤＥＸ３０
とこれを管理する為の管理情報３１とで構成される自動設定用ファイル３２を、予めＤＳ
Ｃ１のフラッシュメモリ１１に書き込んでおくようにした。
【０２２１】
　これに限らず、例えばユーザ操作に応じて、ＤＳＣ１の制御部１０が、この自動設定用
ファイル３２を、無線ＬＡＮモジュール２８を介して接続されたサーバなどからダウンロ
ードして、フラッシュメモリ１１に書き込むようにしてもよい。
【０２２２】
　この場合、制御部１０が、サーバから最新バージョンの自動設定用ファイル３２をダウ
ンロードして、フラッシュメモリ１１に記憶されている旧バージョンの自動設定用ファイ
ル３２を更新するようにしてもよい。
【０２２３】
　また、静止画ファイルに付与されているＥｘｉｆ情報を利用して、制御部１０が、フラ
ッシュメモリ１１に記憶されている自動設定用ファイル３２を更新するようにしてもよい
。
【０２２４】
　この場合、ＤＳＣ１の制御部１０は、静止画撮影時に、静止画ファイルのＥｘｉｆ情報
にＧＰＳモジュール２８から得られた現在位置情報（つまり静止画を撮影した場所の位置
情報）を記すようにする。
【０２２５】
　この結果、ＤＳＣ１の記録媒体に記憶される静止画ファイルには、撮影時のカメラ設定
の設定値と、撮影場所の位置情報とを示すＥｘｉｆ情報が含まれることになる。
【０２２６】
　制御部１０は、操作入力部１３を介して自動設定用ファイル３２の更新を指示されると
、記録媒体に記録されている静止画ファイルの各々のＥｘｉｆ情報から、静止画を撮影し
た場所の位置情報と、そのときのカメラ設定の設定値とを抽出する。
【０２２７】
　次に制御部１０は、静止画ファイルごとに、静止画ファイルから抽出した位置情報が示
す場所を撮影ポイントとするＩＮＤＥＸ３０を、自動設定用ファイル３２に登録されてい
るＩＮＤＥＸ３０の中から検索する。尚、静止画ファイルから抽出した位置情報が示す場
所を撮影ポイントとするＩＮＤＥＸ３０を、ここでは、静止画ファイルに対応するＩＮＤ
ＥＸ３０とする。
【０２２８】
　ここで、対応するＩＮＤＥＸ３０が見付かった静止画ファイルは、ＩＮＤＥＸ３０とし
て登録されている撮影ポイントでの撮影により記録媒体に記憶されたファイルである。一
方で、対応するＩＮＤＥＸ３０が見付からなかった静止画ファイルは、ＩＮＤＥＸ３０と
して登録されていない場所での撮影により記録媒体に記憶されたファイルである。
【０２２９】
　そして制御部１０は、対応するＩＮＤＥＸ３０が見付からなかった静止画ファイルから
抽出した位置情報とカメラ設定の設定値とをもとに、この位置情報が示す場所を撮影ポイ
ントとする新たなＩＮＤＥＸ３０を生成する。
【０２３０】
　制御部１０は、生成したＩＮＤＥＸ３０を自動設定用ファイル３２に追加すると共に、
この追加にともなって各ＩＮＤＥＸ３０の相対位置と、管理情報３１とを書き換えること
で、自動設定用ファイル３２を更新する。
【０２３１】
　この結果、自動設定用ファイル３２には、予め登録されている撮影ポイントのＩＮＤＥ
Ｘ３０にくわえて、ＤＳＣ１を利用して過去に撮影を行ったことがある場所のＩＮＤＥＸ
３０が登録される。
【０２３２】
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　これにより、ＤＳＣ１は、予めＩＮＤＥＸ３０として登録されていない場所であっても
、過去に撮影を行ったことがある場所であれば、過去に撮影したときと同じカメラ設定で
撮影を行うことができる。
【０２３３】
　またこのようにして追加登録したＩＮＤＥＸ３０については、お薦め度やコメントをユ
ーザに入力させるようにしてもよい。
【０２３４】
　さらに、対応するＩＮＤＥＸ３０が見付かった静止画ファイルから抽出した位置情報と
カメラ設定の設定値とをもとに、この静止画ファイルに対応するＩＮＤＥＸ３０を更新す
るようにしてもよい。
【０２３５】
　さらに、制御部１０が、静止画ファイルのうち、ユーザにより選択された静止画ファイ
ルから位置情報とカメラ設定の設定値とを抽出して、これらをもとにＩＮＤＥＸ３０を更
新もしくは新規作成するようにしてもよい。
【０２３６】
　この場合、例えば、対応するＩＮＤＥＸ３０が見付からなかった静止画ファイルの静止
画を液晶ディスプレイ１６に一覧表示させて、この中から所望の静止画ファイルを選択さ
せるようにしてもよい。
【０２３７】
　また、記録媒体に記憶された静止画ファイルのＥｘｉｆ情報を利用するのではなく、撮
影時の位置情報とカメラ設定の設定値とを利用して、撮影時に、ＩＮＤＥＸ３０を更新も
しくは新規作成するようにしてもよい。
【０２３８】
　さらに、更新した自動設定用ファイル３２を、制御部１０が、無線ＬＡＮモジュール２
８を介して接続されたサーバなどにアップロードするようにして、他のユーザに公開する
ようにしてもよい。
【０２３９】
　さらに制御部１０が、静止画撮影時に、位置情報とカメラ設定の設定値だけでなく、方
位情報、撮影日時を静止画ファイルのＥｘｉｆ情報に記すようにしてもよい。そして、制
御部１０が、このＥｘｉｆ情報から位置情報、カメラ設定の設定値、方位情報、撮影日時
を抽出して、これらをもとに自動設定用ファイル３２を更新するようにしてもよい。
【０２４０】
　さらに静止画ファイルのＥｘｉｆ情報だけでなく、動画音声ファイルの付帯情報をもと
に、自動設定用ファイル３２を更新するようにしてもよい。
【０２４１】
　この場合、制御部１０は、動画撮影時に、動画音声ファイルの付帯情報に、撮影時のカ
メラ設定の設定値と、現在位置情報（つまり動画を撮影した場所の位置情報）とを記すよ
うにする。
【０２４２】
　このようにすれば、静止画ファイルと同様、動画音声ファイルにも、撮影時のカメラ設
定の設定値と、撮影場所の位置情報とが含まれることになる。
【０２４３】
　そして制御部１０は、動画音声ファイルから撮影時のカメラ設定の設定値と、撮影場所
の位置情報とを抽出して、これらをもとにＩＮＤＥＸ３０を更新もしくは新規作成する。
【０２４４】
　ここで、静止画ファイルから抽出した情報をもとに、ＩＮＤＥＸ３０を更新もしくは新
規作成したときには、ＩＮＤＥＸ３０に記す撮影モードを静止画撮影モードとする。一方
、動画音声ファイルから抽出した情報をもとに、ＩＮＤＥＸ３０を更新もしくは新規作成
したときには、ＩＮＤＥＸ３０に記す撮影モードを動画撮影モードとする。
【０２４５】
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［４－２．他の実施の形態２］
　また上述した第１乃至第３の実施の形態では、各ＩＮＤＥＸ３０に、撮影ポイントの位
置と、その撮影ポイントでの撮影に適したカメラ設定の設定値とを記すようにした。
【０２４６】
　これに限らず、各ＩＮＤＥＸ３０に、その撮影ポイントで昼に撮影する場合に適した昼
用の設定値と、夜に撮影する場合に適した夜用の設定値を記すなどしてもよい。つまり、
各ＩＮＤＥＸ３０に、時間や日付ごとに設定値を記すようにしてもよい。
【０２４７】
　この場合、ＤＳＣ１の制御部１０は、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０を検索した後
、さらにこのＩＮＤＥＸ３０から、現在日時に適したカメラ設定の設定値を取得するよう
にする。
【０２４８】
　こうすることで、ＤＳＣ１は、撮影する場所と、撮影する時間や日付とに適したカメラ
設定で撮影を行うことができる。
【０２４９】
　また、お薦め時刻が例えば夜ならば、制御部１０が、自動的に、夜での撮影に適した夜
景モードに切り替えるなどしてもよい。
【０２５０】
［４－３．他の実施の形態３］
　さらに上述した第１の実施の形態では、ＤＳＣ１が判別した撮影状況の１つである例え
ば光源の種別と、ＩＮＤＥＸ３０に記された光源の種別とを比較して、ＩＮＤＥＸ３０に
示されるお薦めカメラ設定の信頼度を判別するようにした。
【０２５１】
　これに限らず、例えば、ＤＳＣ１が判別した現在の撮影状況の１つである被写体距離と
、ＩＮＤＥＸ３０に記された撮影シーンタイプとを比較して、信頼度を判別するなどして
もよい。
【０２５２】
　この場合、制御部１０は、例えば、判別した被写体距離に応じて撮影シーンタイプを特
定する。そして制御部１０は、特定した撮影シーンタイプと、ＩＮＤＥＸ３０に記された
撮影シーンタイプとが同一であれば、お薦めカメラ設定が、通常カメラ設定よりも信頼度
が高いと判別する。
【０２５３】
［４－４．他の実施の形態４］
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態では、各ＩＮＤＥＸ３０に、撮影ポイントの
人気度などにより予め選定されたお薦め度を記すようにした。これに限らず、各ＩＮＤＥ
Ｘ３０に記されたお薦め度を、例えば、その撮影ポイントでの撮影回数に応じて更新する
ようにしてもよい。
【０２５４】
　この場合、制御部１０は、例えば、ＩＮＤＥＸ３０ごとに、その撮影ポイントでの撮影
回数を、撮影回数情報としてフラッシュメモリ１１に記憶させる。そして制御部１０は、
この撮影回数情報をもとに、所定回数（例えば１０回）以上撮影した撮影ポイントに対応
するＩＮＤＥＸ３０のお薦め度を例えば１段階上げるようにする。
【０２５５】
　このようにすれば、各ＩＮＤＥＸ３０のお薦め度に、ＤＳＣ１のユーザの好みを反映す
ることができる。
【０２５６】
　またこのようにお薦め度を更新するようにすれば、上述した第２の実施の形態において
、ＤＳＣ１が、過去に撮影した回数の多い撮影ポイントほど優先的に撮影を促すことがで
きるようになる。
【０２５７】
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［４－５．他の実施の形態５］
　さらに上述した第２の実施の形態では、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０に記されて
いるお薦め度と、ＤＳＣ１の電池残量及び記録媒体の残容量とに基づいて、現在位置での
撮影を促すか否かを判断するようにした。
【０２５８】
　これに限らず、例えば、予めユーザにお薦め度に対する閾値（例えば「３」）を選ばせ
ておき、ＩＮＤＥＸ３０に記されているお薦め度が、この閾値以上であるか否かで、現在
位置での撮影を促すか否かを判断するようにしてもよい。
【０２５９】
［４－６．他の実施の形態６］
　さらに上述した第１の実施の形態では、ＩＮＤＥＸ３０に示されたお薦めカメラ設定が
、通常カメラ設定よりも信頼度が高い場合に、自動的に、カメラ設定を、通常カメラ設定
からお薦めカメラ設定に変更するようにした。
【０２６０】
　これに限らず、お薦めカメラ設定に変更するか否かをユーザに選択させるようにしても
よい。この場合、制御部１０は、図１８に示すように、お薦めカメラ設定に変更するか否
かを選ばせる為の２つの選択肢が設けられた子画面Ｗ８を液晶ディスプレイ１６に表示さ
せる。
【０２６１】
　そして制御部１０は、操作入力部１３を介して、お薦めカメラ設定に切り替える方の選
択肢が選ばれると、お薦めカメラ設定に切り替えるよう指示されたと認識して、カメラ設
定を、通常カメラ設定からお薦めカメラ設定に変更する。
【０２６２】
　また、例えば、通常カメラ設定の設定値と、お薦めカメラ設定の設定値とを、液晶ディ
スプレイ１６に表示させて、それぞれの設定値をユーザに確認させたうえで、お薦めカメ
ラ設定に変更するか否かをユーザに選ばせるようにしてもよい。
【０２６３】
［４－７．他の実施の形態７］
　さらに上述した第２の実施の形態では、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０が見付かっ
た場合に、つまり現在位置がお薦め撮影ポイントである場合に、現在位置での撮影をユー
ザに促すようにした。
【０２６４】
　これに限らず、ＩＮＤＥＸ３０に記されているお薦め時刻及びお薦め日に基づいて、現
在位置がお薦め撮影ポイントであり、且つ現在日時がお薦め時刻及びお薦め日に該当する
場合に、現在位置での撮影をユーザに促すようにしてもよい。
【０２６５】
［４－８．他の実施の形態８］
　さらに上述した第２の実施の形態では、ＤＳＣ１が、ユーザ操作に応じて撮影促進機能
を有効にした後、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０が見付かると、ビープ音の出力、文
字情報の表示、筐体の振動により、ユーザに撮影を促すようした。
【０２６６】
　ここで、制御部１０が、撮影促進機能を有効にしてから、現在位置での撮影をユーザに
促すまでの間、動作モードを、ＩＮＤＥＸ３０の検索に必要なハードウェアのみを動作さ
せるスリープモードに切り替えるようにしてもよい。
【０２６７】
　このようにすれば、ＩＮＤＥＸ３０検索時の、ＤＳＣ１の消費電力を最小限に抑えるこ
とができ、結果として、ＤＳＣ１の動作時間をより長くすることができる。
【０２６８】
　またビープ音の出力、文字情報の表示、筐体の振動により、現在位置での撮影を促すよ
うしたが、例えば、ガイド音声の出力など、これら以外の方法で、現在位置での撮影を促
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すようにしてもよい。
【０２６９】
　さらに現在位置での撮影を促した後、制御部１０が、自動的に、動作モードを撮影モー
ドに切り替えるようにしてもよい。
【０２７０】
［４－９．他の実施の形態９］
　さらに上述した第２の実施の形態では、現在位置での撮影を促した後、現在位置に対応
するＩＮＤＥＸ３０に記された撮影モードに応じて、ＤＳＣ１の撮影モードを静止画撮影
モード又は動画撮影モードに設定するようにした。
【０２７１】
　これに限らず、例えば、ＩＮＤＥＸ３０に記された撮影モードと、電池残量及び記録媒
体の残容量とに基づいて、ＤＳＣ１の撮影モードを設定するようにしてもよい。
【０２７２】
　例えば、ＩＮＤＥＸ３０に記された撮影モードが動画撮影モードであったとしても、電
池残量が例えば５０％未満、もしくは記録媒体の残容量が例えば３０％未満である場合に
は、撮影モードを静止画モードに設定する。
【０２７３】
　このようにすれば、ＤＳＣ１は、撮影時のＤＳＣ１の状態（電池残量、記録媒体の残容
量）に適した撮影モードで撮影を行うことができる。
【０２７４】
［４－１０．他の実施の形態１０］
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態では、各ＩＮＤＥＸ３０に、カメラ設定の各
種設定値として、露出時間、Ｆナンバー、露出プログラム、ＩＳＯ感度、シャッタスピー
ド、絞り値の設定値を記すようにした。さらに各ＩＮＤＥＸ３０に、カメラ設定の各種設
定値として、露光補正値、光源、フラッシュ、フラッシュ強度、露出モード、ＷＢモード
、被写体距離、被写体領域、撮影シーンタイプの各々の設定値を記すようにした。
【０２７５】
　これに限らず、ＩＮＤＥＸ３０には、Ｅｘｉｆ情報として定義されている、これら以外
の設定値を記すようにしてもよい。
【０２７６】
　例えば、Ｅｘｉｆ情報として定義されている、測光方式（Metering　Mode）の設定値や
、デジタルズーム比率（Digital　Zoom　Ratio）の設定値などを記すようにしてもよい。
【０２７７】
　またＩＮＤＥＸ３０には、撮像部１４の動作に関わるカメラ設定の設定値だけでなく、
画像処理に関するカメラ設定の設定値を記すようにしてもよい。
【０２７８】
　さらにＥｘｉｆ情報に限らず、撮影に関わる設定（撮影設定）の設定値であれば、この
他種々の設定値を、ＩＮＤＥＸ３０に記すようにしてもよい。
【０２７９】
　また、ＤＳＣ１で設定可能なカメラ設定の各種設定値のうち、ＩＮＤＥＸ３０に記され
ていない設定値がある場合には、制御部１０が、撮影場所の状況を判別して、これをもと
に設定するようにしてもよい。
【０２８０】
　さらに、ＤＳＣ１で設定可能なカメラ設定の各種設定値の各々を、通常カメラ設定の設
定値を利用するか、ＩＮＤＥＸ３０に記されているお薦めカメラ設定の設定値を利用する
かをユーザに選択させるようにしてもよい。
【０２８１】
　さらに、制御部１０が、ＩＮＤＥＸ３０に記されている被写体距離に基づいて、被写体
となる対象オブジェクト（例えば建築物）全体が撮影画像内に収まるように、撮像部１４
のズーム倍率を制御するなどしてもよい。
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【０２８２】
［４－１１．他の実施の形態１１］
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態では、地域代表ＩＮＤＥＸ３０を起点として
、この地域代表ＩＮＤＥＸ３０から、より現在位置に近いＩＮＤＥＸ３０を辿るようにし
て、現在位置に最も近いＩＮＤＥＸ３０を検索するようにした。
【０２８３】
　これに限らず、この他種々の検索方法で、現在位置に最も近いＩＮＤＥＸ３０を検索す
るようにしてもよい。
【０２８４】
　例えば、各ＩＮＤＥＸ３０と現在位置との距離を算出して、この距離が最も近いＩＮＤ
ＥＸ３０を、現在位置に最も近いＩＮＤＥＸ３０とするようにしてもよい。
【０２８５】
［４－１２．他の実施の形態１２］
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態では、現在位置に最も近く、且つ現在位置か
ら所定範囲Ｄ内にあるＩＮＤＥＸ３０を、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ３０として扱う
ようにした。
【０２８６】
　ここで、この所定範囲Ｄを、例えば、ＤＳＣ１の移動速度に応じて変化させるようにし
てもよい。
【０２８７】
　この場合、制御部１０は、例えば、ＧＰＳモジュール２６から所定時間ごとに得られる
現在位置情報に基づいて、ＤＳＣ１の移動速度を算出する。
【０２８８】
　そして制御部１０は、この移動速度が速いほど、所定範囲Ｄが大きくなるように所定範
囲Ｄを変化させる。
【０２８９】
　このとき、現在位置から所定時間（例えば数分程度）で移動可能な範囲を所定範囲Ｄと
してもよい。
【０２９０】
　こうすることで、ＤＳＣ１は、ユーザが歩いていれば、現在位置から数十メートルの範
囲内にあるＩＮＤＥＸ３０を検索し、ユーザが電車に乗っていれば、現在位置から数キロ
メートルの範囲内にあるＩＮＤＥＸ３０を検索するようなこともできる。
【０２９１】
　また、現在位置から所定範囲Ｄ内に複数のＩＮＤＥＸ３０がある場合、制御部１０が、
そのうちの例えばお薦め度が最も高いＩＮＤＥＸ３０を、現在位置に対応するＩＮＤＥＸ
３０として扱うようにしてもよい。
【０２９２】
　さらに、制御部１０が、現在位置を中心とする地図情報を表示させ、この地図情報上に
、ＩＮＤＥＸ３０として登録されている撮影ポイント（お薦め撮影ポイント）を示すマー
クと、所定範囲Ｄを示す円を表示させるようにするなどしてもよい。
【０２９３】
　このようにすれば、ＤＳＣ１は、ユーザに対して、現在位置からどの方向、どの距離に
お薦め撮影ポイントがあるか等を容易に認識させることができる。
【０２９４】
［４－１３．他の実施の形態１３］
　さらに上述した第１及び第２の実施の形態では、カメラ設定を行った後、シャッタボタ
ン５が押下された時点で電子シャッタを切ることにより撮影を行うようにした。
【０２９５】
　これに限らず、制御部１０が、例えばユーザ操作に応じてタイマーを設定して、シャッ
タボタン５が押下されてから、設定した時間経過後に電子シャッタを切ることにより撮影
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を行うようにしてもよい。
【０２９６】
　また第３の実施の形態においても、制御部１０が、例えばユーザ操作に応じてタイマー
を設定して、ＤＳＣ１の現在方位とＩＮＤＥＸ３０に記されている撮影方位とが一致する
状態で、設定した時間経過すると、電子シャッタを切るようにしてもよい。
【０２９７】
［４－１４．他の実施の形態１４］
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態では、撮像装置としてのＤＳＣ１に、位置取
得部としてのＧＰＳモジュール２６を設けるようにした。またこのＤＳＣ１に予め複数の
設定情報を記憶している記憶部としてのフラッシュメモリ１１を設けるようにした。さら
にこのＤＳＣ１に制御部、記録媒体の残容量を検出する残容量検出部としての制御部１０
を設けるようにした。さらにこのＤＳＣ１に、撮像部としての撮像部１４を設けるように
した。さらにこのＤＳＣ１に電池残量検出部としての電池残量モニタ１７を設けるように
した。さらにこのＤＳＣ１に方位検出部としての方位センサ２７を設けるようにした。
【０２９８】
　本発明はこれに限らず、同様の機能を有するのであれば、上述したＤＳＣ１の各部を、
他の種々のハードウェアもしくはソフトウェアにより構成するようにしてもよい。尚、Ｇ
ＰＳモジュール２６については、ＤＳＣ１に予め内蔵されたものであってもよいし、ＤＳ
Ｃ１に所定のインタフェースを介して着脱可能なものであってもよい。
【０２９９】
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態では、ＤＳＣ１に本発明を適用するようにし
た。これに限らず、現在位置の測位機能と、カメラ機能を有する機器であれば、デジタル
ビデオカメラ、携帯型電話機、携帯型通信端末、携帯型ゲーム機など、この他種々の機器
に適用するようにしてもよく、また適用することができる。
【０３００】
［４－１５．他の実施の形態１５］
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態では、自動設定処理、撮影促進処理、自動撮
影処理を実行するためのプログラムを、ＤＳＣ１のフラッシュメモリ１１に書き込んでお
くようにした。
【０３０１】
　これに限らず、このプログラムを例えばメモリカード１９などの記録媒体に記録してお
き、ＤＳＣ１の制御部１０が、このプログラムを記録媒体から読み出して実行するように
してもよい。また記録媒体から読み出したプログラムを、フラッシュメモリ１１にインス
トールするようにしてもよい。
【０３０２】
　さらに、このプログラムを、無線ＬＡＮモジュール２８を介してネットワーク上の所定
のサーバからダウンロードして、フラッシュメモリ１１にインストールしてもよい。
【０３０３】
［４－１６．他の実施の形態１６］
　さらに本発明は、上述した第１乃至第３の実施の形態と他の実施の形態とに限定される
ものではない。すなわち本発明は、上述した第１乃至第３の実施の形態と他の実施の形態
の一部または全部を任意に組み合わせた形態、もしくは一部を抽出した形態にもその適用
範囲が及ぶものである。
【０３０４】
　例えば、第２の実施の形態の撮影促進処理でのカメラ設定時（ステップＳＰ１１１）に
、第１の実施の形態のように（ステップＳＰ９～ＳＰ１２）、通常カメラ設定とお薦めカ
メラ設定とのどちらかを信頼度に基づいて選択するようにしてもよい。
【０３０５】
　また、同様に、第３の実施の形態の自動撮影処理でのカメラ設定時（ステップＳＰ２０
５）に、通常カメラ設定とお薦めカメラ設定とのどちらかを信頼度に基づいて選択するよ
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うにしてもよい。
【０３０６】
　また、逆に、第１の実施の形態の自動設定処理で、通常カメラ設定とお薦めカメラ設定
とのどちらかを信頼度に基づいて選択するのではなく、必ずお薦めカメラ設定にするよう
にしてもよい。
【０３０７】
　さらに、例えば、第２の実施の形態の撮影促進処理で、電池残量と記録媒体の残容量と
に基づいて、撮影を促すか否か判断するようにしたが、どちらか一方に基づいて判断する
ようにしてもよい。
【０３０８】
　さらに、例えば、第２の実施の形態の撮影促進処理と、第３の実施の形態の自動撮影処
理とを組み合わせるようにしてもよい。この場合、制御部１０が、現在位置での撮影を促
した後（ステップＳＰ１０８の後）、現在方位情報を取得して、現在方位とＩＮＤＥＸ３
０に記されている撮影方位とが一致した時点で自動的に撮影を行う（ステップＳＰ４～Ｓ
Ｐ２１１）。
【産業上の利用可能性】
【０３０９】
　本発明は、ＧＰＳ機能とカメラ機能を有する携帯機器で広く利用することができる。
【符号の説明】
【０３１０】
　１……ＤＳＣ（デジタルスチルカメラ）、２……筐体、３……レンズ、５……シャッタ
ボタン、７……表示デバイス、１０……制御部、１１……フラッシュメモリ、１３……操
作入力部、１４……撮像部、１５……表示制御部、１６……液晶ディスプレイ、１７……
電池残量モニタ、１９……メモリカード、２５……スピーカ、２６……ＧＰＳモジュール
、２７……方位センサ、２８……無線ＬＡＮモジュール、３０……設定情報、ＩＮＤＥＸ
、３１……管理情報、３２……自動設定用ファイル。
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